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令和６年度 道路雪対策基本計画  
 
 

１．道路除雪の実施体制 
 

（１）除雪の実施期間 
除雪の実施期間は、１２月１日から翌年の３月３１日までとする。 

 
 

（２）除雪の実施体制および組織 
各除雪体制の基準は、次表のとおりとする。 

体 制 降雪の状況 内 容 組 織 

除雪準備
体制 

気象情報等により
降雪が予想される
場合 

職員および受託業者待機 
職員積雪量測定 

※１ 
除雪対策室 
（建設課および
永平寺支所） 
【別表】 

平常体制 

各積雪測定地点に
おいて新降雪深が
１０ｃｍ以上見込
まれるとき。 

出動基準に基づく除排雪
開始 

警戒準備
体制 

積雪量が７０㎝に
達した場合 

雪害対策本部の設置準備 

警戒体制 
積雪量が９０cmに
達した場合 

雪害対策本部の設置 
情報収集・発信の強化 

※２ 
雪害対策本部 

※１ 除雪対策室 
 降雪に対する適切な措置および除排雪作業を円滑に行うため、建設課および
永平寺支所に除雪対策室を設置する 
※２ 雪害対策本部 
積雪量が９０㎝に達し、町民の生活に大きな支障が生じる恐れがある場合、 

または町長が特に必要と認めた場合、町長を本部長とする雪害対策本部を設置 
する。なお、雪害対策本部は、災害対策本部に準ずるものとする。 

 
（３）連絡体制 

除雪作業を円滑かつ効果的に行うため、次の事項に留意し、関係機関との 
連絡体制を確立する。 

○福井土木事務所の除雪出動路線等の情報を得て、国県道と連携のとれた 
除雪作業を行う。また、国県道に異常があった場合、速やかに状況を報 
告する。 

○路上駐車がある場合は福井警察署に連絡し、所有者への連絡を依頼する。 
○永平寺町消防本部と連携し、消防水利および緊急車両の円滑な通行を確 

保する。 
○踏切除雪については、えちぜん鉄道㈱の現地立会いや、ラッセル車走行 

の情報収集等の連携により、町民の足を円滑に運行させることに努める。 
○福井地方気象台との連絡を密にし、気象情報の収集に努める。 



   連絡先一覧 
除雪対策室（本庁建設課） ６１－３９４８ 福井警察署 ５２－０１１０ 

〃  （永平寺支所） ６３－３１１１ 永平寺町消防本部 ６３－０１１９ 
福井土木事務所道路第一課 ２４－５１５４ えちぜん鉄道 ５２－８８３９ 
 福井地方気象台 ２４－００９６ 

  
（４）除雪機械の配備計画 

除雪機械の配備台数は次表のとおりとする。 

地 区 委託車両 
貸与車両 

（町所有） 
貸与車両 

（リース） 
計 

松岡地区 15 9 11 35 

永平寺地区 11 5 8 24 

上志比地区 3 9 0 12 

合 計 29 23 19 71 

   ※手押しロータリーを含む 
 

４．除排雪実施内容 
 

（１）出動基準 
除雪対策室は、降雪・積雪の状況や、除雪作業後の道路状況を把握し、受託 

業者との連携・調整を図りながら、効率的に除排雪作業を実施する。 
作業内容および出動基準は、次表のとおりとする。    

作業内容 出動基準 

新雪除雪 気象情報等から新降雪深が１０ｃｍ以上見込まれるとき。 

路面整正 
１．路面に残雪等があり、放置すると圧雪等により交通困難な
状態となる恐れのあるとき。  

２．気温の変化等により圧雪の性質が変わり、極端な不陸が生
じ交通障害の原因となる恐れがあるとき。 

拡幅除雪 
連続した除雪作業により、路側の雪が大きくせり出し、必要
幅員の確保が困難となり、交通障害を引き起こすと判断さ
れるとき。 

運搬排雪 
１．家屋連担部などで、道路幅員が確保できないと判断される
とき。 

２．交差点において、交通可能な幅員・見通しの確保が困難に
なると判断されるとき。 

歩道除雪 歩道上の積雪深が１０ｃｍを超えたとき。（指定除雪路線のみ） 
一斉屋根雪除雪 降雪の状況により判断する。 

 
 



（２）除雪時の留意点 
  除雪作業の際、特に次の点に留意する。 
  ○自動車通行に必要な幅員を確保するとともに、要所に退避場所を設ける。 
  ○交差点において、一方の道路が閉鎖されることのないよう除雪する。 
  ○交差点の安全性を確保するため、交差点内を見通すことができるよう努め、 

必要に応じて交差点角地の排雪を行う。 
○常に一般車両・歩行者および沿線住民の目線に立った除雪を心がける。 

 
（３）除雪・消雪路線 
   除雪・消雪路線の延長（ｋｍ）は次表のとおりとする。 

地区 除雪路線 消雪路線 

松岡地区 70.1 11.4 

永平寺地区 46.8 12.8 

上志比地区 46.7 2.8 

合 計 163.6 27.0 

 
 
（４）除雪路線区分 

   除雪路線を次表のとおり区分する。 

路線 区分内容 除雪内容 路線 

最重点除
雪路線 

幹線道路や病院への
アクセス道路など重
要な道路 

常時、交通確保を行
う。 

町道花谷牧福島線 
国道４１６号 
一般県道北野松岡線 

重点除雪
路線 

物流・燃料配送等の
物流拠点周辺路線な
ど県市町と連携して
除雪を行う道路 

原則、常時交通確保
を行うが、状況によ
り最重点除雪路線の
除雪完了後に除雪を
行う。 

町道吉野１号線 
一般県道牧福島市荒川線 

一般除雪
路線 一般町道などの道路 

通常除雪にて交通確
保を行う。 

 

閉鎖路線 冬期間閉鎖する道路 
冬期間閉鎖し、春期
除雪により交通確保
をする。 

町道吉野堺京善線 
町道山・荒谷線（一部） 

消雪路線 消雪施設が設置され
た道路 

原則、機械除雪は行
わないが、機能不全
時や降雪状況により
行う。 

 

 



 
（５）排雪箇所 

 
  排雪箇所一覧 

施設名 河川名 

松岡河川公園 九頭竜川（国管理）右岸 

永平寺河川公園 九頭竜川（国管理）左岸 

中島河川公園 九頭竜川（県管理）左岸 

 


